
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の(1)～(４)のいずれにも該当する方 

⑴ 佐渡市に住民票を移す直前の 10年間のうち、通算 5年以上、かつ直前に、連続して 1年以上、

東京 23区を除く東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)の条件不利地域※以外の地域に在

住していた方 

⑵ 令和 6年 4月 1日以降佐渡市に転入し、3か月以上１年以内の方 

⑶ 【就業】【専門人材】【起業】【テレワーク】【関係人口】のいずれかに当てはまること 

・【就業】新潟県が運営するマッチングサイト「新潟県企業情報ナビ」に移住支援金の対象として

求人掲載している法人に新規就業した方 

・【起業】過去１年以内に「新潟県移住・就業支援事業及び新潟県起業支援事業実施要領」にお

ける起業支援金の交付決定を受けている方 

・【専門人材】プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した

方 

・【テレワーク】自己の意思により移住し、移住元での業務を引き続き行う方 

・【関係人口】申請時に若者世帯※１であって佐渡市空き家情報システムに掲載されている物件を

購入した方 

⑷ 18歳未満のお子様とともに移住した（移住元で妊婦の方が移住後出産された場合も含む）方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て世帯移住・就業等支援金 
東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)から 

佐渡市へ移住された子育て世帯で、一定の要件を満たした方に支援金 

50万円を交付します 
 

対 象 者 

令和 6年度 

※条件不利地域一覧 
東京都：檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 
埼玉県：秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 

千葉県：館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 
神奈川県：山北町、真鶴町、清川村 
 

※１若者世帯…次のいずれかに該当する方 
・満年齢が４０歳未満の方（申請年度４月１日時点）・夫婦の場合は満年齢の合計が８０歳未満の方（申請年度４月１日時点） 
・中学生以下の子どもがいるひとり親世帯（申請日時点）・子供が３人以上いる多子世帯（申請日時点） 

18歳未満のお子様や、これから生まれてくる赤ちゃんと一緒に移住される方 

【留意事項】以下のいずれかに該当するときは支援金を返還していただく場合があります 
① 住民登録の日から 5年以内に市外に転出又は居住の実態が無いと判断したとき 
② 補助金の申請に関し、偽りその他不正行為があったとき 



 

 

≪制度・移住に関する申請・お問い合わせ先≫ 

 佐渡市役所 地域振興部 移住交流推進課 

〒９５２－１２９２ 新潟県佐渡市千種２３２ 

ＴＥＬ 0259-67-7153 E-mail：r-iju@city.sado.niigata.jp                                                       

佐渡移住相談窓口 TEL 080-2596-5371  E-mail：sado-iju@city.sado.niigata.jp 

子育て世帯移住・就業支援金フローチャート 

東京２３区を除く東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)

の条件不利地域以外に５年間住んでいた 

18歳未満のお子様とともに佐渡市に転入して 
１年未満の方（移住元で妊婦の方含む） 
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次のいずれかに該当 
① 「新潟県企業情報ナビ」に掲載の移住支援金対象企業
に就業している 

② 「新潟県移住・就業支援事業」における起業支援金の交
付決定を受けている 

③ 国の事業である「プロフェッショナル人材事業」または
「先導的人材マッチング事業」を利用して就業している 

④ 自分の意思で佐渡市へ移住し、移住元での業務を行って
いる 

⑤ 若者世帯で佐渡市空き家情報システム掲載の物件を購
入した 
※若者世帯…次のいずれかに該当する方 

・満年齢が４０歳未満の方（申請年度４月１日時点） 

・夫婦の場合は満年齢の合計が８０歳未満の方（申請年度４月１日

時点） 

・中学生以下の子どもがいるひとり親世帯（申請日時点） 

・子供が３人以上いる多子世帯（申請日時点） 

はい 

いいえ 

はい 

子育て世帯移住・就業支援金の対象となる可能性があります 

はい 

いいえ 

東京２３区内に在住又は５年間通勤・通学をしていた方は 
移住支援金の申請をご検討ください 

 

いいえ 


